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若
年
の
健
康
診
査
と
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検

診
、大
腸
が
ん
検
診
は
、対
象
者
欄
を
ご
確

認
の
上
、受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

 

若
年
の
健
康
診
査

※
受
診
券
は
発
行
し
て
い
ま
せ
ん

　

職
場
や
学
校
等
で
健
康
診
査
を
受
診
す
る
機
会

の
な
い
方
で
、次
の
方
が
対
象
の
健
康
診
査
で
す
。

対　

象　

町
内
在
住
で
16
歳
以
上
39
歳
ま
で
の
方

（
年
度
末
年
齢
）

実
施
期
間　

5
月
20
日
〜
９
月
30
日

健
診
内
容　

特
定
健
康
診
査
の
内
容
と
同
じ

持
ち
物　

健
康
保
険
証

 

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診

※
受
診
券
は
発
行
し
て
い
ま
せ
ん

　

職
場
や
学
校
等
で
受
診
機
会
が
な
く
、今
ま
で

に
検
査
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
方
で
、次
の
方
が

対
象
で
す
。

対　

象　

町
内
在
住
で
40
歳
以
上
の
方（
年
度
末
年

齢
）

実
施
期
間　

5
月
20
日
〜
12
月
28
日

検
診
内
容　

問
診
、血
液
検
査
に
よ
る
B
型
お
よ
び

C
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査

持
ち
物　

健
康
保
険
証

※
39
歳
以
下
の
方
で
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、西
多
摩
保
健
所
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

 

大
腸
が
ん
検
診　

※
受
診
券
は
発
行
し
て
い
ま
せ
ん

　

職
場
等
で
検
診
機
会
の
な
い
方
で
、次
の
方
が

対
象
で
す
。

対　

象　

町
内
在
住
で
40
歳
以
上
の
方（
年
度
末

年
齢
）

実
施
期
間　

5
月
20
日
〜
12
月
28
日

検
診
内
容　

問
診
、便
潜
血
検
査

持
ち
物　

健
康
保
険
証

◆特定健康診査、後期高齢者健康診査 　 健康課 557―5108

◆生活機能評価 　 高齢課 557―7623

◆若年の健康診査、生活保護者の健康診査、肝炎ウイルス検診、大腸がん検診 　 健康課 557―5089

◆39歳以下の肝炎ウイルス検診　　　　　　　　　　　　　　　　　 西多摩保健所 　 0428（22）6141

【問合せ先】

町内指定医療機関公立福生病院・保健センター

石畑診療所 石畑２０７ ５５７―００７２
栗原医院 箱根ケ崎６１ ５５７―０１００
高沢病院 二本木７２２－１ ５５６―２３１１
高水医院 箱根ケ崎２８２ ５５７―００２８
菜の花クリニック 殿ケ谷４５４ ５５７―７９９５
丸野医院 長岡１－１４－９ ５５６―５２８０
みずほクリニック　長岡長谷部３１－１　　 ５６８―０３００

医 療 機 関 所  在  地 電   話
医療機関(所在地） 実 施 月 日

　

次
の
医
療
機
関
等
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

※
加
入
の
医
療
保
険
に
関
係
な
く
、若
年
の
健
康

診
査
、肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
、大
腸
が
ん
検
診
は

受
診
で
き
ま
す
。

※
40
歳
以
上
の
生
活
保
護
受
給
者
の
方
の
健
康
診

査
は
、5
月
中
旬
に
町
よ
り
受
診
券
を
送
付
し

ま
す
の
で
、持
参
の
上
、受
診
し
て
く
だ
さ
い

（
現
在
、入
院
中
、施
設
入
所
中
の
方
は
除
き
ま

す
）。

※
年
度
末
年
齢
と
は
、平
成
23
年
４
月
１
日
か
ら

平
成
24
年
３
月
31
日
の
間
に
達
す
る
年
齢
で

す
。

5 月 20 日㈮から 9月 30 日㈮
の月曜日から金曜日

6月 13 日㈪、
7月 24 日㈰、25 日㈪、 
8 月 12 日㈮、13 日㈯（石畑 1970 番地）

保健センター

公立福生病院
（福生市加美平

        

（特定健康診査のみ受診できます）

※公立福生病院・保健センターで受診する場合、事前に　
　保健センターに予約してから受診してください。

○午前中実施　○祝日を除く

○集団検診　　○午前中実施

新井クリニック 長岡１－５１－２ ５５７―００１８

1―6―1）

町
内
の
指
定
医
療
機
関
で
受
診
で
き
な
い
方
は
、

公
立
福
生
病
院
、
保
健
セ
ン
タ
ー
で
の
受
診
も

可
能
で
す（
特
定
健
康
診
査
の
み
）。

詳
し
く
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

���������	
����

　
「
予
防
に
勝
る
治
療
な
し
」

　

年
に
1
回
、健
康
診
査
を
受
診
し
ま

し
ょ
う
。

 

特
定
健
康
診
査

　

生
活
習
慣
病
の
前
段
階
で
あ
る
内
臓
脂
肪

症
候
群（
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
）の

予
防
を
目
的
と
し
た
健
康
診
査
で
す
。

対　

象　

町
内
在
住
の
国
民
健
康
保
険
加
入

者
で
40
歳
以
上
74
歳
ま
で
の
方（
年

度
末
年
齢
）

※
入
院
中
、施
設
入
所
中
の
方
は
除
き
ま
す
。

実
施
期
間　

5
月
20
日
〜
9
月
30
日

健
診
内
容　
〈
必
須
検
査
〉問
診
、身
体
計
測
、

理
学
的
検
査
、尿
検
査
、血
圧
測

定
、血
液
検
査　

な
ど

持
ち
物　

町
よ
り
送
付
さ
れ
た
特
定
健
康
診

査
の
受
診
券（
５
月
中
旬
に
送
付
し

ま
す
）、国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

証
、昨
年
の
健
康
診
査
結
果
票（
お

持
ち
の
方
の
み
）

※
特
定
健
康
診
査
の
結
果
、生
活
習
慣
病
の
発

症
リ
ス
ク
が
高
い
と
判
定
さ
れ
た
方
に
は
、

特
定
保
健
指
導
の
案
内
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

 

後
期
高
齢
者
健
康
診
査

　

生
活
習
慣
病
等
の
早
期
発
見
と
介
護
予
防

の
た
め
の
健
康
診
査
で
す
。

対　

象　

町
内
在
住
で
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
加
入
し
て
い
る
方

※
入
院
中
、施
設
入
所
中
の
方
は
除
き
ま
す
。

実
施
期
間　

７
月
１
日
〜
10
月
31
日

健
診
内
容　

特
定
健
康
診
査
の
内
容
と
同
じ

持
ち
物　

町
よ
り
送
付
さ
れ
た
後
期
高
齢
者

健
康
診
査
の
受
診
券（
6
月
中
旬
に

送
付
し
ま
す
）、後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証

　

 

生
活
機
能
評
価

　

日
々
の
生
活
を
維
持
し
て
い
く
た
め
の
心
身

の
能
力
の
低
下
を
早
期
に
把
握
し
、介
護
が
必
要

と
な
る
状
態
を
予
防
す
る
た
め
の
検
査
で
す
。

対　

象　

町
内
在
住
で
平
成
23
年
3
月
31
日

現
在
65
歳
以
上
の
方

※
要
介
護
・
要
支
援
認
定
者
は
除
き
ま
す
。

実
施
期
間
お
よ
び
持
ち
物

①
国
民
健
康
保
険
加
入
者

　

実
施
期
間　

5
月
20
日
〜
12
月
28
日

　

持
ち
物　

町
よ
り
送
付
さ
れ
た
特
定
健
康
診

査
の
受
診
券
、生
活
機
能
評
価
の

受
診
券（
健
康
診
査
の
受
診
券
に

同
封
し
ま
す
）

②
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者

　

実
施
期
間　

７
月
１
日
〜
12
月
28
日

　

持
ち
物　

町
よ
り
送
付
さ
れ
た
後
期
高
齢
者

健
康
診
査
の
受
診
券
、生
活
機
能

評
価
の
受
診
券（
健
康
診
査
の
受

診
券
に
同
封
し
ま
す
）

　

た
だ
し
、①
②
の
保
険
加
入
者
は
特
定
健
康
診

査
・
後
期
高
齢
者
健
康
診
査
と
同
時
に
行
い
ま
す
。

③ 

①
②
以
外
の
方

　

実
施
期
間　

5
月
20
日
〜
12
月
28
日

　

持
ち
物　

町
よ
り
送
付
さ
れ
た
生
活
機
能
評

価
の
受
診
券（
７
月
上
旬
に
送
付

し
ま
す
）

　

健
診
内
容

「
生
活
機
能
チ
ェ
ッ
ク
」・・・

問
診
、身
体
計
測
、理
学
的
検
査
、血
圧
測
定

「
生
活
機
能
検
査
」・・・

生
活
機
能
チ
ェ
ッ
ク
の
結
果
に
よ
り
、反
復

唾
液
嚥
下
テ
ス
ト
、心
電
図
、貧
血
検
査
、血

清
ア
ル
ブ
ミ
ン
検
査

※
健
康
診
査
の
結
果
に
よ
り
、介
護
予
防
が
必

要
と
判
断
さ
れ
た
方
に
は
、介
護
予
防
事
業

の
案
内
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

※
受
診
券
が
届
か
な
い
場
合
は
、お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

健
康
診
査
・
検
診
対
象
者

 

お
よ
び
受
診
方
法
の
お
知
ら
せ

健
康
診
査
、生
活
機
能
評
価
、

大
腸
が
ん
検
診
、

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診　

費
用
は
無
料

え
ん
げ

※
特
定
健
康
診
査
お
よ
び
後
期
高
齢
者
健
康
診

査
を
受
診
す
る
際
、肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
と

大
腸
が
ん
検
診
を
同
時
に
実
施
す
る
こ
と

を
お
勧
め
し
ま
す
。

◎
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
と
後
期
高
齢
者

医
療
被
保
険
者
以
外
の
方
の
健
康
診
査
は
、

ご
加
入
の
医
療
保
険
者（
健
保
・
国
保
組
合
・

共
済
等
）に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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12月10日から
JR八高線 ダイヤが改正されます

上り（拝島・八王子方面） 下り（  高麗川・川越方面）

　　　　　　　　  平　日　　　　  　時　　　　　平　日
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

土 曜 ・ 休 日 土 曜 ・ 休 日
31

54　東42　　　25　　03
　55　　31　　東19　　06

　53　　　22　　11
　　42　　21

　53　　　31　　04
　39　　12
　39　　12
　38　　12
　38　　12
　49　　12

　　59　　　23　△04
　55　　26
　52　　13

　42　拝△23　　10
　39　　15

　拝42　　　20　　06
　　39　　10

19　拝06

　●09　　　39　麗●50
　　12　　麗25　　●38　52
　●05　　○31　　●55
　　12　　●31　　　53
　　11　　●30
　　03　　　29
　　02　　●28
　　02　　●28
　　01　　　28
　●01　　　28　　
　　01　　●28
　麗12　　●43
　○00　　　26　麗●44
　　21　　●42
　●32　　　51　　
麗○17　　麗41　　●56
　　30
　○00　　　42
　　06　　麗46

3月１５日　ダイヤ改正JR八高線　JR八高線　
箱根ケ崎駅時刻表箱根ケ崎駅時刻表
JR八高線　
箱根ケ崎駅時刻表

　3月13日にＪＲのダイヤ改正がありましたので、お知らせします。
　町では、公共交通の充実を目指して要望活動を行っています。

30
44  　25　　03

特39  　20　　08
58  　36  　21　　00

43　　22
53  　31　　12

39　　18
39　　12
39　　12
39　　12
48　　12
54　　28
33　　16

44  　20　　00
40　　08
44　　24

拝47  　20　　07
拝58  　37　　10

19

△

　09　　39　●53
　12　●33　麗52
　08　○29　●59
　22　●34　　59
　10　●31
　00　　31
　03　●28
　01　●28
　01　　28
　01　　28
　01　●35
　11　●44
　03　麗33　●50
　20　●44
　28　　51
○13　麗33　●52
　31
　00　　35
　07　麗46

●

○

○

●

●

●

麗

麗

麗

特…青梅特快東京行　東…快速東京行　拝…拝島行
△…当駅始発　無印…八王子行

麗…高麗川行　無印…川越行　●…高麗川で高崎行に連絡
○…高麗川で小川町行に連絡
　

問合せ　ＪＲ東日本テレフォンセンター　　 050―2016―1600
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■計画の基本理念

１　地域住民による福祉活動の推進
①地域での交流づくり
②地域福祉の担い手づくり
③福祉活動団体のネットワークづくりの推進

２　福祉サービス利用の支援 ①利用しやすい相談体制の整備
②サービスの質の向上と利用者保護

５　在宅での自立生活支援
①高齢者福祉事業の展開
②介護保険事業の展開
③障がい者の自立生活促進

６　子育て支援の充実

①すべての子育て家庭の支援
②家庭・学校・地域の教育力の向上
③安心して子育てができる生活環境の整備
④支援が必要な子どもと家庭への取り組みの推進の充実

３　すべての人が安全・安心に暮らせるまちづくり
①ユニバーサルデザインの推進
②防災・防犯体制の充実

４　健康づくりの推進
①保健事業の充実
②医療対策の充実
③健康づくりの推進

問合せ　福祉課　　557－7620

　瑞穂町では、保健と福祉との一体的なサービス展開を目指して、平成 18 年 3月に、5年を計画期間とした「瑞
穂町地域保健福祉計画」を策定し、さまざまな施策の推進に取り組んできました。
　今回の「瑞穂町第２次地域保健福祉計画」は、「瑞穂町地域保健福祉計画」の見直しを中心としながらも、新
たな社会の変化に対応した保健福祉の総合的な計画として策定したものです。
　この計画は、町民、事業者、行政が協働して地域保健福祉を推進することにより、すべての町民が尊厳を持ち、
いつまでも住み慣れた地域で、安心して暮らすことができ、生涯にわたって住み続け、自立した豊かな生活を送
ることができる地域社会の実現を目指しています。

　この計画は、平成23年度から平成27年度までの5年間としています。

「瑞穂町地域保健福祉計画」の基本理念を継承し、

　　　　　　ふれあい・ささえあい・やさしさのあるまち　みずほ
　　　　　　　　　　　　      ～ すべての人を包み込む福祉社会を目ざして ～
を計画の基本理念とします。

■基本理念を実現に向けた6つの重点施策

■計画の期間

瑞穂町第２次地域保健福祉計画
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